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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　スピニングリールのスプールであって、
　外周面に釣り糸を巻き付け可能な糸巻胴部と、
　前記糸巻胴部の後端部に設けられ、前記糸巻胴部よりも大径のスカート部と、
　前記スカート部に装着される装着部、及び前記装着部に設けられ前記スカート部の表面
との間で釣り糸を係止するための係止具本体、を有する糸係止具と、
　前記スカート部と前記糸係止具との間に配置されるシート部材と、
を備え、
　前記係止具本体は、
　　前記装着部が設けられ、前記スプールの周方向に所定の幅を有する装着端部と、
　　前記釣り糸が導入される導入端部と、
　　前記装着端部と前記導入端部との間に配置され、前記所定の幅と異なる幅を有し、前
記釣り糸が前記導入端部側へ移動するのを規制する移動規制部と、を有し、
　前記移動規制部は、前記所定の幅よりも広い幅を有する張り出し部及び前記所定の幅よ
りも狭い幅を有するくびれ部を有し、
　前記くびれ部は、前記張り出し部と前記装着端部との間に配置され、
　前記スカート部は、少なくとも一部に前記シート部材が配置され、前記糸係止具を装着
するための凹み部を有し、
　前記凹み部は、前記糸係止具の前記装着部が通過可能であり前記移動規制部が設けられ
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る位置まで延びて形成された開口部を有する、スピニングリールのスプール。
【請求項２】
　前記くびれ部は、円弧状に凹んだ底部を有する、請求項１に記載のスピニングリールの
スプール。
【請求項３】
　前記装着端部は、前記スプールの周方向に沿った第１平坦部を有し、
　前記導入端部は、前記スプールの軸方向に沿って突出した凸部を有する、請求項１又は
２に記載のスピニングリールのスプール。
【請求項４】
　前記張り出し部は、第２平坦部を有する、請求項１から３のいずれか１項に記載のスピ
ニングリールのスプール。
【請求項５】
　前記第２平坦部は、前記スプールの周方向に沿って延びている、請求項４に記載のスピ
ニングリールのスプール。
【請求項６】
　前記シート部材は、前記糸係止具の前記導入端部側に設けられる矩形の切欠き部を有す
る、請求項１から５のいずれか１項に記載のスピニングリールのスプール。
【請求項７】
　前記シート部材の後端部は、前記係止具本体の前記導入端部よりも後側に配置される、
請求項６に記載のスピニングリールのスプール。
 

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、スピニングリールのスプールに装着される糸係止具及び糸係止具が装着され
たスピニングリールのスプールに関する。
【背景技術】
【０００２】
　スピニングリールのスプールは、ハンドルの回転に応じて前後に往復移動する。スピニ
ングリールは、糸巻き胴部と、前フランジ部と、スカート部とを、有する。スカート部に
は糸巻き胴部に巻かれた釣り糸の先端部分を止めるための糸係止具が設けられている。
【０００３】
　このような糸係止具は、糸巻き胴部に巻かれた釣り糸の先端部分を係止し、糸巻き胴部
に巻かれた釣り糸の状態を維持するためのものである。
【０００４】
　糸係止具は、たとえば合成樹脂製の係止具本体と、係止具本体と一体成形された板状の
装着部とを有する。係止具本体は、たとえばスカート部の前部外周面に形成された凹部に
収納され、外周面に沿って露出し、スカート部と僅かな隙間をあけて後方側に開口するよ
うに配置される。係止具本体の開口側の先端は円形に湾曲し、先端から取付部に向かって
徐々に幅が広くなる先細りの平面視で砲弾形状に形成される。係止具本体は、バネ部材に
よってスプールの径方向内側に付勢される。従来の糸係止具では、バネ部材によって係止
具本体で係止した釣り糸の保持力を高くしている。これにより、釣り糸が係止具本体から
外れにくくなる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１０－２７３６２６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
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　従来の糸係止具では、砲弾形状に形成され、係止具本体が先細りに形成される。このた
め、保持した釣り糸が外れることがある。特に、太い釣り糸を装着すると、釣り糸がさら
に外れやすくなる。これを防止するために従来の糸係止具では、バネ部材を設けて釣り糸
の保持力を増加させ、釣り糸が外れるのを防止している。しかし、バネ部材を設けると、
糸係止具の構成が複雑になり、糸係止具のコストが上昇する。
【０００７】
　本発明の課題は、安価かつ容易な構成によって、釣り糸を糸係止具から外れにくくする
ことにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明に係るスピニングリールの糸係止具は、スピニングリールのスプールに装着され
る。糸係止具は、スプールに装着可能な装着部と、装着部に設けられ、スプールの表面と
の間で釣り糸を係止するため係止具本体と、を備える。係止具本体は、装着端部と導入端
部と移動規制部と、を有する。装着端部は、装着部が設けられ、スプールの周方向に所定
の幅を有する端部である。導入端部は、釣り糸が導入される端部である。移動規制部は、
装着端部と導入端部との間に配置され、所定の幅と異なる幅を有し、釣り糸が導入端部側
へ移動するのを規制する。
【０００９】
　この糸係止具では、導入端部から導入された釣り糸が係止具本体とスプールの表面との
間に係止される。係止された釣り糸は、導入端部と装着端部の間に配置される。この導入
端部と装着端部の間には、装着端部の所定の幅と異なる幅を有する移動規制部が設けられ
る。このため、係止具本体に導入された釣り糸の移動が導入端部と装着端部との間で移動
規制部によって規制され、釣り糸が、導入端部側に移動しにくくなる。ここでは、係止具
本体に係止された釣り糸が移動規制部によって導入端部側に移動しにくくなるので、安価
かつ容易な構成によって釣り糸が糸係止具から外れにくくなる。
【００１０】
　移動規制部は、所定の幅よりも広い幅を有する張り出し部を有してもよい。この場合に
は、装着端部と導入端部との間に幅が広い張り出し部が設けられるので、張り出し部で釣
り糸の導入端部側への移動が規制され、釣り糸が外れにくくなる。
【００１１】
　移動規制部は、所定の幅よりも狭い幅を有するくびれ部を有してもよい。この場合には
、装着端部と導入端部との間に幅が狭いくびれ部が設けられるので、くびれ部に釣り糸が
入り込んで釣り糸の導入端部側への移動が規制され、釣り糸が外れにくくなる。
【００１２】
　移動規制部は、所定の幅よりも広い幅を有する張り出し部及び所定の幅よりも狭い幅を
有するくびれ部を有してもよい。くびれ部は、張り出し部と装着端部との間に配置される
。この場合には、くびれ部と張り出し部とが設けられ、さらに、くびれ部が張り出し部と
導入端部との間に配置される。このため、くびれ部に入り込んで移動が規制された釣り糸
が張り出し部によってさらに移動が規制される。これによって、釣り糸の装着端部側への
移動が二段階で規制され、釣り糸がさらに外れにくくなる。
【００１３】
　くびれ部は、円弧状に凹んだ底部を有してもよい。この場合には、くびれ部が円弧状に
凹んでいるため、くびれ部に釣り糸が入り込んでも釣り糸が傷付きにくい。
【００１４】
　装着端部は、スプールの周方向に沿った第１平坦部を有し、導入端部は、スプールの軸
方向に沿って突出した凸部を有する。この場合に、装着端部が第１平坦部を有し導入端部
が凸部を有しているので、導入端部から釣り糸を導入しても、釣り糸が傷付きにくい。
【００１５】
　張り出し部は、第２平坦部を有してもよい。この場合には、張り出し部に第２平坦部が
設けられるので、釣り糸が張り出し部に引っ掛かりやすくなり、釣り糸がさらに外れにく
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くなる。
【００１６】
　第２平坦部は、スプールの周方向に沿って延びてもよい。この場合に、張り出し部に設
けられる第２平坦部が周方向に沿って延びるので、釣り糸がさらに引っ掛かりやすくなり
、釣り糸がさらに外れにくくなる。
【００１７】
　本発明に係るスピニングリールのスプールは、糸巻き胴部と、スカート部と、糸係止具
と、を備える。糸巻き胴部は、外周面に釣り糸を巻き付け可能である。スカート部は、糸
巻き胴部の後端部に設けられ、糸巻き胴部よりも大径のものである。糸係止具は、上記の
糸係止具である。
【００１８】
　このスピニングリールのスプールでは、上記の作用効果を奏するスプールを得ることが
できる。
【００１９】
　スピニングリールは、スカート部と糸係止具との間に配置されるシート部材をさらに備
えてもよい。この場合には、係止具本体とシート部材との間に釣り糸が配置されるので、
シート部材との摩擦によって釣り糸がさらに外れにくくなる。
【００２０】
　シート部材は、糸係止具の導入端部側に設けられる矩形の切欠き部を有してもよい。こ
の場合には、係止具本体とスカート部との間に釣り糸が入る空間を確保できるとともに、
釣り糸がスプール表面を滑り、係止具本体とスカート部との間に導入しやすくなる。
【００２１】
　シート部材の後端部は、係止具本体の導入端部よりも後側に配置されてもよい。この場
合には、スカート部に配置されるシート部材が、釣り糸が導入される導入端部よりも後側
に配置される。このため、切欠き部を形成しても、釣り糸を導入端部から係止具本体に導
入するときにシート部材とスカート部との間に釣り糸が入りにくい。
【００２２】
　スカート部は、少なくとも一部にシート部材が配置され、糸係止具を装着するための凹
み部を有してもよい。この場合、係止具本体がスカート部の外周面からの突出量が小さく
なり、糸ふけした釣り糸が係止具本体に引っ掛かりにくくなる。
【００２３】
　凹み部は、糸係止具の装着部が通過可能な開口部を有する。この場合に、装着部をスカ
ート内で糸巻き胴部に装着できるので、係止具本体がスカート部に確実に装着できるとと
もに、スカート部の外周面からの突出量が小さくなり、糸ふけした釣り糸が係止具本体に
引っ掛かりにくくなる。
【発明の効果】
【００２４】
　本発明によれば、係止具本体に係止された釣り糸が移動規制部によって導入端部側に移
動しにくくなるので、安価かつ容易な構成で釣り糸が糸係止具から外れにくくなる。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】本発明の第１実施形態が採用されたスピニングリールの側面図。
【図２】スピニングリールの側面断面図。
【図３】本発明の第１実施形態による糸係止具の平面図。
【図４】その糸係止具の側面断面拡大図。
【図５】その糸係止具に釣り糸が係止された状態の図４に相当する図。
【図６】第１実施形態の変形例による糸係止具の図３に相当する図。
【図７】本発明の第２実施形態による糸係止具の図３に相当する図。
【図８】本発明の第３実施形態による糸係止具の図３に相当する図。
【発明を実施するための形態】
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【００２６】
　＜第１実施形態＞
　本発明の第１実施形態を採用したスピニングリール１００は、図１に示すように、ハン
ドル１を回転自在に支持するリール本体２と、ロータ３と、スプール４とを備えている。
ロータ３は、スプール４に釣り糸を巻き付けるものであり、リール本体２の前部に回転自
在に支持される。スプール４は、外周面に釣り糸を巻き取るものであり、ロータ３の前部
に前後移動自在に配置される。なお、ハンドル１は、リール本体２の左側及び右側のいず
れにも装着可能である。ここで、前後とは、釣りを行うときに、釣り糸が繰り出される方
向を前といいその反対の方向を後という。また、左右とは、スピニングリール１００を後
方から見たときの左右をいう。
【００２７】
　リール本体２は、図１及び図２に示すように、開口を有するリールボディ２ａと、開口
を塞ぐようにリールボディ２ａに着脱自在に装着された蓋部材２ｂと、蓋部材２ｂから斜
め上前方に延びる竿取付脚２ｃとを有する。リールボディ２ａは内部に空間を有する。こ
の空間内には、ハンドル１の回転に連動してロータ３を回転させるロータ駆動機構５と、
スプール４を前後に移動させて釣り糸を均一に巻き取るためのオシレーティング機構６と
が設けられている。
【００２８】
　ロータ駆動機構５は、図２に示すように、ハンドル１が固定された駆動ギア軸１０とと
もに回転する駆動ギア１１と、この駆動ギア１１に噛み合うピニオンギア１２とを有する
。ピニオンギア１２は、筒状に形成され、ロータ３の中心部を貫通する。そして、ピニオ
ンギア１２の前部１２ａが、ナット１３によってロータ３に固定される。また、ピニオン
ギア１２の中間部と後端部とが、それぞれ軸受１４ａ、１４ｂを介してリール本体２に回
転自在に支持される。
【００２９】
　オシレーティング機構６は、図２に示すように、スプール４の中心部を貫通してドラグ
機構６０に連結されたスプール軸１５を前後方向に移動させることで、スプール４をドラ
グ機構６０とともに前後移動させるための機構である。オシレーティング機構６は、スプ
ール軸１５の下方に平行に配置された螺軸２１と、螺軸２１に沿って前後方向に移動する
スライダ２２と、螺軸２１の先端に固定された中間ギア２３とを有する。スライダ２２は
、スプール軸１５の後端に回転不能に固定される。中間ギア２３は、図示しない減速機構
を介してピニオンギア１２に噛み合う。この減速機構によって、オシレーティング機構６
の前後移動速度が遅くなり、釣り糸をスプール４に緻密に巻き付けることができる。
【００３０】
　ロータ３は、図２に示すように、ピニオンギア１２に一体回転可能に連結される連結部
３０と、連結部３０の側方に互いに対向して設けられた第１ロータアーム３１及び第２ロ
ータアーム３２とを有する。連結部３０と第１ロータアーム３１及び第２ロータアーム３
２とは一体に成形される。
【００３１】
　連結部３０の前部には前壁３３が形成され、この前壁３３の中央部にはボス部３３ａが
設けられている。ボス部３３ａの中心部には貫通孔が形成され、この貫通孔をピニオンギ
ア１２の前部１２ａ及びスプール軸１５が貫通する。前壁３３の前部にはナット１３が配
置され、このナット１３によってピニオンギア１２の前部１２ａがロータ３に固定される
。
【００３２】
　第１ロータアーム３１は、連結部３０から外方に向けて凸状に湾曲して前方へと延びて
いる。第１ロータアーム３１の先端外周側には、第１ベール支持部材４０が揺動自在に装
着される。第１ベール支持部材４０の先端には、釣り糸をスプール４に案内するためのラ
インローラ４１が装着される。第２ロータアーム３２は、連結部３０から外方に凸に湾曲
して前方に延びている。第２ロータアーム３２の先端外周側には、第２ベール支持部材４
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２が揺動自在に装着される。ラインローラ４１と第２ベール支持部材４２との間には、線
材を略Ｕ状に湾曲させたベール４３が固定される。これらの第１ベール支持部材４０、第
２ベール支持部材４２、ラインローラ４１及びベール４３によって、ベールアーム４４は
構成される。ベールアーム４４は、図２に示す糸案内姿勢とそれから反転した糸開放姿勢
との間で揺動自在である。
【００３３】
　ロータ３の連結部３０の内部にはロータ３の逆転を禁止・解除するための逆転防止機構
５０が配置される。逆転防止機構５０は、内輪が遊転するローラ型のワンウェイクラッチ
５１と、ワンウェイクラッチ５１を作動状態（逆転禁止状態）と非作動状態（逆転許可状
態）とに切り換える切換機構５２とを有する。
【００３４】
　スプール４は、たとえばアルミニウム合金を鍛造成形して得られた大小２段の円筒状の
部材である。スプール４は、ロータ３の第１ロータアーム３１と第２ロータアーム３２と
の間に配置されている。スプール４は、スプール軸１５の先端にドラグ機構６０を介して
装着される。スプール４は、２つの軸受１６、１７によりスプール軸１５に回転自在に装
着される。スプール４は、外周に釣り糸が巻かれる筒状の糸巻き胴部４ａと、糸巻き胴部
４ａの前部に一体で形成された前フランジ部４ｂと、糸巻き胴部４ａの後部に一体で形成
された大径筒状のスカート部４ｃと、本発明の第１実施形態による糸係止具７０と、を有
する。糸巻き胴部４ａは、前フランジ部４ｂ及びスカート部４ｃと一体成形された部材で
あり、前方側にドラグ機構６０が装着される。
【００３５】
　前フランジ部４ｂの外周部には、キャスティング時に釣り糸をスムーズに繰り出すため
の先拡がりのテーパ面を有するスプールリングカラー８が装着される。スプールリングカ
ラー８は、糸巻き胴部４ａの前端に装着された固定部材９によって前フランジ部４ｂに固
定される。固定部材９は、糸巻き胴部４ａの内周面に螺合する。
【００３６】
　スカート部４ｃは、前フランジ部４ｂと対向して配置される後フランジ部４ｄと、後フ
ランジ部４ｄの外周部に一体形成された筒状部４ｅと、を有する。また、スカート部４ｃ
は、シート部材８２を有する。スカート部４ｃは、ロータ３の連結部３０を覆うように筒
状に糸巻き胴部４ａと一体で鍛造成形される。また、スカート部４ｃの後フランジ部４ｄ
と筒状部４ｅとの境界部分の外周面には、図３、図４及び図５に示すように、糸係止具７
０を装着可能な平坦な底面４ｇを有する凹み部４ｆが形成される。凹み部４ｆは後部が半
円形の銃弾状に凹んで形成される。凹み部４ｆの後フランジ部４ｄ側の前部には、糸係止
具７０が通過可能な矩形の第１開口部４ｈが形成される。第１開口部４ｈは、後述する装
着部７２が通過可能であるだけでなく、糸係止具７０に係止される釣り糸ＦＬ（図５参照
）が係止する位置まで延びて形成される。糸係止具７０の後述する係止具本体７４と凹み
部４ｆの底面４ｇとの間にシート部材８２が装着される。シート部材８２は、釣り糸ＦＬ
をスムーズに案内して釣り糸が傷付かないようにするためと、釣り糸ＦＬが摩擦でずれに
くくするために設けられる。
【００３７】
　糸係止具７０は、図３、図４及び図５に示すように、スプール４に装着可能な装着部７
２と、凹み部４ｆの表面との間で釣り糸ＦＬを係止するための係止具本体７４と、を有す
る。装着部７２は、係止具本体７４と略直角に配置される板状の部分である。装着部７２
は、第１開口部４ｈを貫通してスカート部４ｃの内部からさらに糸巻き胴部４ａの後面に
延びる。装着部７２の延びた先端は、スタッドボルト８４によって固定される。糸係止具
７０は、弾性力を有する合成樹脂製部材である。
【００３８】
　係止具本体７４は、凹み部４ｆの外周部に面して外方に露出して設けられる。係止具本
体７４は、角が丸められた概略矢符形状の部分である。係止具本体７４は、釣り糸ＦＬを
凹み部４ｆの底面４ｇに設けられたシート部材８２との間で挟持する。係止具本体７４は
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、装着端部７６と、導入端部７８と、移動規制部８０と、を有する。装着端部７６は、装
着部７２が一体で設けられ、スプール４の周方向（図３紙面上下方向）に第１幅Ｗ１を有
する端部である。第１幅Ｗ１は、所定の幅の一例である。装着端部７６は、周方向に沿っ
た第１平坦部７６ａを有する。
【００３９】
　導入端部７８は、釣り糸ＦＬが導入される端部である。導入端部７８は、スプール４の
軸方向に略山形に突出した凸部７８ａと、凸部７８ａのシート部材８２に近い部分に設け
られ、釣り糸ＦＬを導入するための傾斜した導入面７８ｂ（図４及び図５参照）と、を有
する。凸部７８ａの先端部は釣り糸ＦＬの傷付きを防止するために丸められている。導入
面７８ｂは、シート部材８２に接近するにつれて装着端部７６に近づくように傾斜する。
【００４０】
　移動規制部８０は、装着端部７６と導入端部７８との間に配置され、スプール４の周方
向に第１幅Ｗ１と異なる幅を有する。第１実施形態では、移動規制部８０は、第１幅Ｗ１
よりも広い第２幅Ｗ２を有する張り出し部８０ａと、第１幅Ｗ１よりも狭い第３幅Ｗ３を
有するくびれ部８０ｂと、を有する。くびれ部８０ｂは、張り出し部８０ａと装着端部７
６との間に配置される。張り出し部８０ａは、第２幅Ｗ２を規定する最大幅部８０ｃを有
している。張り出し部８０ａはスプール４の周方向の一方向と他方向とに概ね山形に突出
して形成される。最大幅部８０ｃは、釣り糸ＦＬの傷付きを防止するために円弧状に丸め
られている。くびれ部８０ｂはスプール４の周方向の一方向と他方向とに概ね円弧状に凹
んで形成される。くびれ部８０ｂは、円弧状に凹んだ底部８０ｄを有する。この底部８０
ｄの幅が第３幅Ｗ３を規定する最小幅部であり、底部８０ｄに釣り糸ＦＬが保持される。
【００４１】
　シート部材８２は、例えば摺動性が高いポリアセタール等の合成樹脂製である。シート
部材８２は、底面４ｇと概ね同様な外形形状の部材であり、装着部７２が通過可能な矩形
の第２開口部８２ａと、係止具本体７４の導入端部７８側に設けられる矩形の切欠き部８
２ｂと、を有する。第２開口部８２ａは第１開口部４ｈよりも開口面積が小さく、装着部
７２が通過可能な最小限の面積を有する。シート部材８２の後端部、具体的には、切欠き
部８２ｂが形成された後端部は、係止具本体７４の導入端部７８よりも後側（図３右側）
に配置される。このようにシート部材８２に切欠き部８２ｂを設けることによって、係止
具本体７４と凹み部４ｆとの間に釣り糸ＦＬが入る空間を確保できる。このため、釣り糸
ＦＬを係止具本体７４と凹み部４ｆとの間に導入しやすくなるとともに、凹み部４ｆの底
面４ｇ上を釣糸ＦＬがすべり導入しやすくなっている。また、シート部材８２の後端部を
導入端部７８よりも後側に配置したので、切欠き部８２ｂを形成しても、釣り糸ＦＬを導
入端部７８から係止具本体７４に導入するときにシート部材８２と凹み部４ｆとの間に釣
り糸ＦＬが入りにくくなる。さらに、凹み部４ｆの第１開口部４ｈを釣り糸ＦＬが係止さ
れる位置、すなわち、移動規制部８０が設けられる部分まで形成している。このため、第
１開口部４ｈが形成された部分では、シート部材８２と係止具本体７４とだけで釣り糸Ｆ
Ｌが挟まれる。これにより、シート部材８２の弾性と係止具本体７４の弾性とにより釣り
糸ＦＬが保持され、釣り糸ＦＬがつぶれにくくなり、釣り糸の収まりが良好になる。
【００４２】
　このように構成された糸係止具７０では、係止具本体７４に係止された釣り糸ＦＬが移
動規制部８０によって導入端部７８側に移動しにくくなるので、安価かつ容易な構成で釣
り糸が糸係止具７０から外れにくくなる。
【００４３】
　ドラグ機構６０は、スプール４とスプール軸１５との間に装着され、スプール４にドラ
グ力を作用させるための機構である。ドラグ機構６０は、ドラグ力を手で調整するための
つまみ部６１と、つまみ部６１によりスプール４側に押圧される複数枚のドラグ板６２と
を有する。
【００４４】
　次に、リールの操作及び動作について説明する。



(8) JP 6374643 B2 2018.8.15

10

20

30

40

50

【００４５】
　釣りを行う際、キャスティングしてリール本体２から釣り糸を繰り出すために、ベール
アーム４４を反転させてベールアーム４４を糸開放姿勢にする。この状態で、釣り竿を握
る手の人差し指で釣り糸を引っかけながら釣り竿をキャスティングする。すると、釣り糸
は仕掛けの重さによって勢いよく前方に放出される。そして、ハンドル１を糸巻取方向に
回転させると、ロータ駆動機構５によりロータ３が糸巻取方向に回転し、ベールアーム４
４が図示しないベール反転機構により糸巻取位置に復帰し、釣り糸がスプール４に巻き付
けられる。
【００４６】
　釣りを終わって釣り竿からスピニングリール１００を外し、スピニングリール１００を
しまう時には、釣り糸の先端部を糸係止具７０に引っ掛ける。このとき、係止具本体７４
の導入端部７８を指先で持ち上げることによって、係止具本体７４と凹み部４ｆとの間に
隙間を形成する。この隙間に釣り糸ＦＬを挟み込むことによって、釣り糸ＦＬが係止具本
体７４に係止される。このとき、係止具本体７４に釣り糸ＦＬが係止される装着端部７６
と導入端部７８との間の釣り糸ＦＬが係止される部分に装着端部７６の第１幅Ｗ１と異な
る移動規制部８０を設けたので、係止具本体７４に係止された釣り糸ＦＬが移動規制部８
０によって導入端部７８側に移動しにくくなる。これによって、安価かつ容易な構成で釣
り糸ＦＬが糸係止具７０から外れにくくなる。
【００４７】
　＜第１実施形態の変形例＞
　図６において、変形例では、糸係止具１７０の係止具本体の移動規制部１８０の形状が
上記実施形態と異なる。
【００４８】
　移動規制部１８０は、張り出し部１８０ａとくびれ部１８０ｂとを有する。張り出し部
１８０ａは、第１実施形態と異なり、くびれ部１８０ｂから最大幅部１８０ｃに連なる部
分にスプール４の周方向に沿って形成された第２平坦部１８０ｅを有する。また、第２平
坦部１８０ｅが形成されたため、くびれ部１８０ｂの底部１８０ｄの形状が第１実施形態
と異なり、第２平坦部１８０ｅとの間に半径が底部１８０ｄよりも小さい円弧が形成され
る。その他の構成は、上記実施形態と同様であるので同じ符号を付して説明を省略する。
このよう構成の変形例でも上記実施形態と同様な作用効果を奏する。また、変形例では、
スプール４の周方向に沿った第２平坦部１８０ｅを設けたので、釣り糸ＦＬがさらに導入
端部７８側に移動しにくくなり、釣り糸ＦＬがさらに外れにくくなる。
【００４９】
　＜第２実施形態＞
　第１実施形態の糸係止具７０では、移動規制部８０が張り出し部８０ａとくびれ部８０
ｂとを有しているが、図７に示す第２実施形態の糸係止具２７０では、移動規制部２８０
は、第１幅Ｗ１よりも広い第２幅Ｗ２の最大幅部２８０ｃを有する張り出し部２８０ａだ
けを有している。その他の構成は第１実施形態と同様であるため、図７に同じ符号を付し
て説明を省略する。このような第２実施形態では、くびれ部がないので、第１実施形態の
糸係止具７０よりも釣り糸は導入端部７８側に移動しやすい。しかし、くびれ部がないの
で、さらに安価かつ容易な構成によって釣り糸ＦＬが外れにくくなる。
【００５０】
　＜第３実施形態＞
　第１実施形態の糸係止具７０では、移動規制部８０が張り出し部８０ａとくびれ部８０
ｂとを有しているが、図８に示す第３実施形態の糸係止具３７０では、移動規制部３８０
は、第１幅Ｗ１よりも狭い第３幅Ｗ３を有するくびれ部３８０ｂだけを有している。その
他の構成は第１実施形態と同様であるため、図８に同じ符号を付して説明を省略する。こ
のような第３実施形態では、張り出し部がないので、第１実施形態の糸係止具７０よりも
釣り糸は導入端部７８側に移動しやすい。しかし、張り出し部がないので、さらに安価か
つ容易な構成によって釣り糸ＦＬが外れにくくなる。
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【００５１】
　＜他の実施形態＞
　以上、本発明の一実施形態について説明したが、本発明は上記実施形態に限定されるも
のではなく、発明の要旨を逸脱しない範囲で種々の変更が可能である。特に、本明細書に
書かれた複数の実施形態及び変形例は必要に応じて任意に組合せ可能である。
【００５２】
　（ａ）上記実施形態では、フロントドラグ機構を有するスピニングリールを例にあげて
説明したが、本発明はこれに限定されない。例えば、リアドラグ機構を有するスピニング
リール、ロータを制動するレバーブレーキ機構を有するスピニングリール等の全てのスピ
ニングリールにも本発明を適用できる。
【００５３】
　（ｂ）上記実施形態では糸係止具の取付部を糸巻き胴部４ａの後面に固定したが、本発
明はこれに限定されない。取付部を径方向移動可能かつ径方向内方に付勢された状態で糸
巻き胴部の後面に配置してもよい。
【００５４】
　（ｃ）上記実施形態では、シート部材８２を設けたが、シート部材を設けなくてもよい
。また、シート部材を設けた場合、上記実施形態に開示した切欠き部８２ｂを設けなくて
もよい。また、開口部を装着部７２が通過可能なだけの大きさにし、釣り糸が係止される
位置まで設けなくてもよい。
【００５５】
　（ｄ）上記実施形態では、スカート部４ｃの筒状部４ｅがロータ３の連結部３０を収納
する形状であったが、本発明のスプールはこれに限定されない。糸巻き胴部にロータの連
結部が収納されるスプールにも本発明を適用できる。この場合、スカート部の筒状部のス
プール軸方向の長さは短いものになる。
【００５６】
　＜特徴＞
　上記実施形態は、下記のように表現可能である。
【００５７】
　（Ａ）スピニングリール１００の糸係止具７０は、スピニングリール１００のスプール
４に装着される。糸係止具７０は、スプール４に装着可能な装着部７２と、装着部７２に
設けられ、スプール４の表面との間で釣り糸を係止するため係止具本体７４と、を備える
。係止具本体７４は、装着端部７６と導入端部７８と移動規制部８０と、を有する。装着
端部７６は、装着部７２が設けられ、スプール４の周方向に第１幅Ｗ１を有する端部であ
る。導入端部７８は、釣り糸ＦＬが導入される端部である。移動規制部８０は、装着端部
７６と導入端部７８との間に配置され、第１幅Ｗ１と異なる第２幅Ｗ２（第３幅Ｗ３）を
有し、釣り糸ＦＬが導入端部７８側に移動するのを規制する。
【００５８】
　この糸係止具では、導入端部７８から導入された釣り糸ＦＬが係止具本体７４とスプー
ル４の表面との間に係止される。係止された釣り糸ＦＬは、導入端部７８と装着端部７６
の間に配置される。この導入端部７８と装着端部７６の間には、装着端部７６の第１幅Ｗ
１と異なる第２幅Ｗ２（第３幅Ｗ３）を有する移動規制部８０が設けられる。このため、
係止具本体７４に導入された釣り糸ＦＬの移動が導入端部７８と装着端部７６との間で移
動規制部８０によって規制され、釣り糸ＦＬが、導入端部７８側に移動しにくくなる。こ
こでは、係止具本体７４に係止された釣り糸ＦＬが移動規制部８０によって導入端部７８
側に移動しにくくなるので、安価かつ容易な構成によって釣り糸ＦＬが糸係止具７０から
外れにくくなる。
【００５９】
　（Ｂ）移動規制部８０は、第１幅Ｗ１よりも広い第２幅Ｗ２を有する張り出し部８０ａ
を有してもよい。この場合には、装着端部７６と導入端部７８との間に幅が広い張り出し
部８０ａが設けられるので、張り出し部８０ａで釣り糸ＦＬの導入端部７８側への移動が
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規制され、釣り糸ＦＬが外れにくくなる。
【００６０】
　（Ｃ）移動規制部８０は、第１幅Ｗ１よりも狭い第３幅Ｗ３を有するくびれ部８０ｂを
有してもよい。この場合には、装着端部７６と導入端部７８との間に幅が狭いくびれ部８
０ｂが設けられるので、くびれ部８０ｂに釣り糸ＦＬが入り込んで釣り糸ＦＬの導入端部
７８側への移動が規制され、釣り糸ＦＬが外れにくくなる。
【００６１】
　（Ｄ）移動規制部８０は、第１幅Ｗ１幅よりも広い第２幅Ｗ２を有する張り出し部８０
ａ及び第１幅Ｗ１よりも狭い第３幅Ｗ３を有するくびれ部８０ｂを有してもよい。くびれ
部８０ｂは、張り出し部８０ａと導入端部７８との間に配置される。この場合には、くび
れ部８０ｂと張り出し部８０ａとが設けられ、さらに、くびれ部８０ｂが張り出し部８０
ａと導入端部７８との間に配置される。このため、くびれ部８０ｂに入り込んで移動が規
制された釣り糸ＦＬがさらに張り出し部８０ａによってさらに移動が規制される。これに
よって、釣り糸ＦＬの導入端部７８側への移動が二段階で規制され、釣り糸ＦＬがさらに
外れにくくなる。
【００６２】
　（Ｅ）くびれ部８０ｂは、円弧状に凹んだ底部８０ｄを有してもよい。この場合には、
くびれ部８０ｂが円弧状に凹んでいるため、くびれ部８０ｂに釣り糸ＦＬが入り込んでも
釣り糸ＦＬが傷付きにくい。
【００６３】
　（Ｆ）装着端部７６は、スプール４の周方向に沿った第１平坦部７６ａを有し、導入端
部７８は、スプール４の軸方向に沿って突出した凸部７８ａを有する。この場合に、装着
端部７６が第１平坦部７６ａを有し導入端部７８が凸部７８ａを有しているので、導入端
部７８から釣り糸ＦＬを導入しても、釣り糸ＦＬが傷付きにくい。
【００６４】
　（Ｇ）張り出し部１８０ａは、第２平坦部１８０ｅを有してもよい。この場合には、張
り出し部１８０ａに第２平坦部１８０ｅが設けられるので、釣り糸ＦＬが張り出し部１８
０ａに引っ掛かりやすくなり、釣り糸ＦＬがさらに外れにくくなる。
【００６５】
　（Ｈ）第２平坦部１８０ｅは、スプール４の周方向に沿って延びてもよい。この場合に
、張り出し部１８０ａに設けられる第２平坦部１８０ｅが周方向に沿って延びるので、釣
り糸ＦＬがさらに引っ掛かりやすくなり、釣り糸ＦＬがさらに外れにくくなる。
【００６６】
　（Ｉ）スピニングリール１００のスプール４は、糸巻き胴部４ａと、スカート部４ｃと
、糸係止具７０と、を備える。糸巻き胴部４ａは、外周面に釣り糸を巻き付け可能である
。スカート部４ｃは、糸巻き胴部４ａの後端部に設けられ、糸巻き胴部４ａよりも大径の
ものである。糸係止具７０は、上記の糸係止具７０である。
【００６７】
　このスピニングリール１００のスプール４では、上記の作用効果を奏するスプール４を
得ることができる。
【００６８】
　（Ｊ）スピニングリール１００は、スカート部４ｃと糸係止具７０との間に配置される
シート部材８２をさらに備えてもよい。この場合には、係止具本体７４とシート部材８２
との間に釣り糸ＦＬが配置されるので、シート部材８２との摩擦によって釣り糸ＦＬがさ
らに外れにくくなる。
【００６９】
　（Ｋ）シート部材８２は、糸係止具７０の導入端部７８側に設けられる矩形の切欠き部
８２ｂを有してもよい。この場合には、係止具本体７４とスカート部４ｃとの間に釣り糸
ＦＬが入る空間を確保できるので、釣り糸ＦＬを係止具本体７４とスカート部４ｃとの間
に導入しやすくなる。
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　（Ｌ）シート部材８２の後端部は、係止具本体７４の導入端部７８よりも後側に配置さ
れてもよい。この場合には、スカート部４ｃに配置されるシート部材８２が、釣り糸ＦＬ
が導入される導入端部７８よりも後側に配置される。このため、切欠き部８２ｂを形成し
ても、釣り糸ＦＬを導入端部７８から係止具本体７４に導入するときにシート部材８２と
スカート部４ｃとの間に釣り糸ＦＬが入りにくい。
　（Ｋ）スカート部４ｃは、少なくとも一部にシート部材８２が配置され、糸係止具７０
を装着するための凹み部４ｆを有してもよい。この場合、係止具本体７４のスカート部４
ｃの外周面からの突出量が小さくなり、糸ふけした釣り糸が係止具本体７４に引っ掛かり
にくくなる。
【００７０】
　（Ｋ）凹み部４ｆは、糸係止具７０の装着部７２が通過可能な第１開口部４ｈを有する
。この場合に、装着部７２をスカート部４ｃ内で糸巻き胴部４ａに装着できるので、係止
具本体７４がスカート部４ｃに確実に装着できるとともに、スカート部４ｃの外周面から
の突出量が小さくなり、糸ふけした釣り糸が係止具本体７４に引っ掛かりにくくなる。
【符号の説明】
【００７１】
　　　４　　スプール
　　　４ａ　糸巻き胴部
　　　４ｃ　スカート部
　　　４ｆ　凹み部
　　　４ｈ　第１開口部
　　７０，１７０，２７０，３７０　　糸係止具
　　７２　　装着部
　　７４　　係止具本体
　　７６　　装着端部
　　７６ａ　第１平坦部
　　７８　　導入端部
　　７８ａ　凸部
　　８０，１８０，２８０，３８０　　移動規制部
　　８０ａ，１８０ａ，２８０ａ　張り出し部
　　８０ｂ，１８０ｂ，３８０ｂ　くびれ部
　　８０ｄ，１８０ｄ，３８０ｄ　底部
　　８２　　シート部材
　　８２ｂ　切欠き部
　１００　　スピニングリール
　１８０ｅ　第２平坦部
　　Ｗ１　　第１幅（所定の幅の一例）
　　Ｗ２　　第２幅（所定の幅よりも広い幅の一例）
　　Ｗ３　　第３幅（所定の幅よりも狭い幅の一例）
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